
自転車の違反に交通反則通告制度の導入！！
令和８年（２０２６）年４月１日から自転車の交通反則通

告制度が施行されました。
交通反則通告制度とは、一定の交通違反交通反則切符（青

切符)を交付し違反者が反則金を納付すれば、刑事罰が科され
ない制度です。

１６歳以上の運転者による１１３種類の交通違反が対象と
なります。

主な違反行為 反則金

携帯電話使用等 １２０００円

遮断踏切立入り ７０００円

信号無視、右側通行 ６０００円

並走、二人乗り ３０００円
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